
京都市交通局管理規程第６号  
京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程を公布する。 

平成２５年３月２２日 

京都市公営企業管理者   

交通局長 西村 隆   

 
  京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を改正する規程 

京都市乗合自動車旅客運賃条例施行規程の一部を次のように改正する。 

 別表第１第１号中 

「 

 

」 

を 

「 

 

 

」 

に， 

「 

 

」 

を 

「 

 

」 

に改める。 

 

附 則 

この規程は，公布の日から施行する。ただし，別表の改正規定は，平成２５年３月２３

日から施行する。 

（交通局自動車部運輸課） 

4 上賀茂神社前～京都駅前 下岸町，深泥池，北山駅前，出町柳
駅前，河原町三条，四条河原町

下岸町，上賀茂松本町，深泥池，北
山駅前，神殿町，出町柳駅前，河原
町三条，四条河原町
下岸町，上賀茂小学校前，深泥池，
北山駅前，左京区総合庁舎前，出町
柳駅前，河原町三条，四条河原町

4 上賀茂神社前～京都駅前

南１ 竹田駅西口～桂駅東口 パルスプラザ前，中久世，下津林大
般若町

南１ 竹田駅西口～桂駅東口 パルスプラザ前，中久世，ＪＲ桂川
駅前，下津林大般若町


